
補足資料 
 
I. 事業所登録の地域区分及び体制設備の一括変更について 

 

【メニュー】：基本情報->事業者->介護サービス事業者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
※【地域区分適用地域に従って設定する】 
事業所番号の頭 2桁の都道府県コードおよび住所に 

記載されている市区町村をもとに地域区分適用地域より 

地域区分を自動設定します。都道府県コードと住所が 

一致しない場合、または地域区分適用地域に該当しない 

場合は、地域区分が“その他”が適用されます。    ↑通常の事業所登録画面にも追加しております。 

 

例）地域区分適用地域表をもとに各事業所の地域区分を一括変更する 

②最上段のチェック

ボックスにチェック

し全対象にします。 

対象セルを直接ダブルクリック

することでも変更できます。 

④【地域区分適用地域に従って

自動設定】※を押下します。 

③処理メニューを 
押下します。 

① 地域区分を 
選択します。 

市区町村の申請状況によって、

地域区分適用地域の地域区分と

異なる場合がありますので、設

定後必ずご確認下さい。 



 
【メニュー】：基本情報->事業者->介護サービス事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②対象サービスを選択します。

③体制設備を選択します。 

⑤処理メニューより 
対象項目を選択します。 

④一括変更を行う事業所に 
チェックします。 

対象セルを直接ダブ

ルクリックすること

でも変更できます 

例）各事業所の体制設備をサービス種類別に一括変更する 

①体制設備を選択します。 



II. 制度改定版で追加される「請求情報」について 

 

本バージョンより、ショートステイご利用時の月定額サービスの日割自動算定および短期集中リハビリテーション実施加算等

の算定期間を履歴管理できるよう対応致しました。本対応に伴い利用者情報の介護報酬算定情報に「請求情報」を追加して

おり、スケジュール作成方法が一部変更となっておりますので、ご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）月定額サービス（基本サービス部分）を利用者情報の「請求情報」で登録 
 
 
 
 [メニュー]：基本情報 -> 利用者 -> 利用者（介護報酬算定情報） 

 
① 利用者登録画面より、対象者を「編集」で開き“介護報酬請求情報”の“請求情報”を開きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 重 要 な 変 更 点 】 
（１）月定額サービス（基本サービス部分）を利用者情報の「請求情報」で登録 
（２）区分変更等による日割りが行なわれた場合は、「請求情報」より算定期間を履歴で登録 
（３）短期集中リハビリテーション実施加算等の算定期間を履歴管理 
（４）月定額で登録していた加減算項目（初回加算等）は“予定”を立てることで算定 
（５）ショートステイご利用時の月定額サービスの日割自動算定に対応 
（６）週間サービス計画表および月間スケジュール画面より“月定額”ボタンが削除 
 

例）介護予防訪問介護の月定額サービスを「請求情報」登録する場合 

平成 24年 3月提供分に登録された情報が 
移行されます。 



② 月定額サービスを設定し、保存します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動算定（常時算定） 
適用する期間に自動で当該算定項目が算定されます。 
※週間スケジュールで当該算定項目を入力する必要がありません。 

自動算定（任意算定） 
週間スケジュールから月間スケジュールを作成する場合、当該算定項目を 
週間サービス計画表で設定していても適用する期間外には展開されません。 

 

 

 

（２）区分変更等による日割りが行なわれた場合は、「請求情報」より算定期間を履歴で登録 
 

 

 

 

 [メニュー]：基本情報 -> 利用者 -> 利用者（介護報酬算定情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用期間を設定します。 
※月途中で適用期間を開始、終了すると当該

月が日割算定されますので、ご注意下さい。

自動算定（常時算定）または

自動算定（任意算定） 
を選択します。 

例）利用者の認定情報が 4月 15日より、要支援２から要支援１へ変更となった場合 

以下のように適用期間を 2つに分けて 
登録を行って下さい。 

事業所を選択します。 
算定項目を選択します。 
※基準日は平成 24年 4月 1日
以降を選択してください。 



（３）短期集中リハビリテーション実施加算等の算定期間を履歴管理 
 

 

 

 [メニュー]：基本情報 -> 利用者 -> 利用者（介護報酬算定情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）月定額で登録していた加減算項目（初回加算等）は“予定”を立てることで算定 
 

 

 

  [利用票イメージ画面] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例） 予防訪問リハビリの短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算を 4/20から算定する場合 

起算日を設定すると 
適用期間が自動で変更されます。 

例） 予防訪問介護の初回加算を算定する場合 

予防訪問介護のいずれかの 
セルを選択します。 

初回加算をチェックします。 

初回加算を入力します。 

「変更」ボタンを押下し 
“選択行の変更”を選択します 



 

[チャート画面] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表形式画面] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初回加算にチェックします。 

初回加算にチェックします。 



（５）ショートステイご利用時の月定額サービスの日割自動算定に対応 
 

 

 

 

 [メニュー]：介護予防 -> 月間スケジュール -> 月間スケジュール管理（NEW）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）介護予防訪問介護サービスを利用中にｼｮｰﾄｽﾃｲを利用した場合 

ショートステイ入力前 

ショートステイ入力後 

予訪問：2540単位 

予訪問：2260単位

ショートステイを 
3日間入力 



III. スケジュール追加方法が変更されたサービスについて 
 
区分 制度改定前（～平成 24年 3月 31日） 制度改定後（平成 24年 4月 1日～） 変更内容 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ 

 

 

 

 

 

 

    訪問リハ 20分を 2回 

 

 

 

 

 

 

    訪問リハ 40分を 1回 

提供時間に応じて単位が複数算定

されます。従来の入力方法でも 

問題はありません。 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師と歯科医師に分割されます。 

※在宅時医学総合管理料又は特定施設 

入居時等医学総合管理料を算定 

 

介護内容 選択内容 

医師（Ⅰ） 医師が行なう場合 

医師（Ⅱ） 医師が行なう場合※ 

歯科医師 歯科医者が行なう場合 

訪
問
看
護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以下の介護内容を追加しています 

介護内容 選択時 

予防看護 通常 

理学療等 理学療法士等が 

行う場合 

予看 20 20分の提供を行う場合 

訪看減算 

（要介護） 

訪問看護指示書の期

間中に定期巡回を行

った場合の減算  

訪
問
介
護
（
要
介
護
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以下の介護内容を追加しています 

介護内容 選択時 

身体 20未 20分未満の提供 

※身体介護を 20分未満で設定しても 

20分未満の単位数が算定されます 

 

また、身体生活の複合サービスに

ついては、生活援助時間を追加し

ています。生活援助時間が異なる

場合は設定を行ってください。 

 

 



IV. 介護保険制度改定以外の対応について 
介護報酬請求データ作成画面で以下 2点の変更を行っております。 
 
（１）請求データの手動追加画面の変更について 
  請求データの手動追加画面が以下のように変更となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[メニュー]：保険者請求 -> 介護報酬請求 -> 介護報酬請求データ作成 

 
【“新規に追加する”を選択した場合】 
“新規に追加する”を選択した場合、請求データ追加時に自動更新が行われます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

追加した時点で 
請求データが自動更新されます。 



（２）請求結果入力の変更について 
 請求結果入力画面が以下のように変更となります。給付管理票が選択されている場合は、画面上に 
 “修正(給付管理票)のみ”が選択でき、再請求時に自動で請求区分に“修正”が設定されます。 
 ※返戻で設定した場合は、再請求時に作成区分が“新規”で設定されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[メニュー]：保険者請求 -> 介護報酬請求 -> 介護報酬請求データ作成 

 
 【翌月以降に追加した場合】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給付管理票が選択されている場合 
“修正（給付管理票のみ）”が追加

されます。 

請求データ追加時に自動で 
作成区分に“修正”が設定されます。



（３）請求データ画面から実績画面への移動について 
請求画面より実績管理画面へ直接移動ができ、データ修正後に請求データが自動で更新されるようになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[メニュー]：保険者請求 -> 介護報酬請求  

-> 介護報酬請求データ作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

処理メニューより 
予定・実績管理を行うサービス事業

（自事業所）を選択します。 

予定・実績等の修正 

請求画面に戻ると 
再作成の確認メッセージが表示され

ますので「はい」を押下します。 

月間スケジュール管理（利用票画面） 


